日本民間公益活動連携機構から助成を受けて行う事業における
利益相反行為の防止に関する規程

　(目的)
第１条　この規程は、社会福祉法人全国盲ろう者協会(以下「この法人」という。)が、一般財団法人日本民間公益活動連携機構からの助成を受けて事業を行うにあたり、この法人及び関係者との間において利益相反行為を生じないよう適切な措置を講じ、もって事業活動の公正かつ適正な運営を図ることを目的とする。

　(実行団体の選定及び適正な運営の確保)
第２条　この法人から資金的及び非資金的支援を受けて事業を行う団体(以下「実行団体」という。)の選定及び選定後の適正な事業運営を確保するために設置する委員会(以下、「選定・適正化委員会」という。)の委員(外部委員に限る。)の委嘱にあたっては、その就任後、この法人若しくは実行団体又はこれらの団体になり得る団体等の役員又はこれに準ずるものに就任する場合には、事前にこの法人の理事長に書面で申告するものとし、その場合辞職等利益相反防止のために必要な措置を求めることがある旨を委嘱条件に明示する。
２　この法人が実行団体に対して資金的及び非資金的支援を行うにあたり、この法人の評議員及び役職員は、倫理規程の理念を踏まえて、その職務や地位を自己又は第三者の利益追求のために利用してはならず、また、特定の個人及び団体の利益の増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他特別の利益を与える行為を行ってはならない。

　(自己申告)
第３条　この法人が実行団体に対して資金的及び非資金的支援を行うにあたり、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講ずるものとする。

　(理事の利益相反取引)
第４条　この法人の理事が、実行団体等と利益相反取引をしようとする場合は、理事会の運営に関する規程第４条及び第５条の規定に基づき、必要な措置を取るものとする。

　(改廃)
第５条　この規程の改廃は、理事会の決議による。


（附則）
　この規程は、２０２１年９月１３日から施行する。（２０２１年９月１３日理事会決議）
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